
令和２年度事務事業一覧（事務事業マネジメントシートから一部抜粋）

通し
番号

事業
番号

事務事業名 課名 事業の目的 事業の概要 成果

1 880 消防庁舎施設維持整備事業 消防本部消防総務課
災害発生時の防災拠点となる消防庁舎の施設・設備等を計画的に整備改修
し、機能保全と職場環境を維持管理するもの。また、旧消防本部庁舎を解
体し敷地全体を更地にするための設計業務を委託するもの。

消防庁舎の施設及び設備の整備改修
※必要な工事に対して優先順位をつけ、計画的に実施するとともに、突発
的な庁舎等の施設及び設備の改修・修繕について必要性・重要度を考慮し
対応する。

事業計画された修繕及び突発的に発生した庁舎施設等の不具合に対し修繕
を実施し、庁舎の健全な機能を保持し、良好な職場環境を維持管理するこ
とが出来た。

2 881 消防事務連絡車維持管理事業 消防本部消防総務課
消防業務車両の点検整備を計画的に実施することで、機能を適正に維持管
理し、消防業務の円滑な運営を確保する。

消防事務車両の車検整備を行うとともに、各種修繕を行い公用車の安全運
行を確保する。

車検整備及び法定点検並びに各署への事務用連絡車配備を事業計画に沿っ
て実施するとともに運行前点検の励行を促し異常・損傷の早期発見が出来
た。
また、損傷・劣化に伴う部品等の交換修繕を行い公用車の安全運転を確保
し、業務における公用車の円滑な使用に努めることが出来た。

3 882 消防職員教育訓練研修事業 消防本部消防総務課
災害の多様化や消防技術の発展に対応する専門教育の受講によって、知識
及び技能の効率的な習得を図り、消防職員の資質を高める。

県立消防学校、消防庁消防大学校及び救急救命研修所等への委託研修を実
施、さらに労働安全衛生法に基づく研修を受講させる。

新型コロナウイルス感染症の影響により、研修の中止や入校者数の制限等
があり、計画的な入校研修を行うことができなかったが、研修において新
たな知識及び技術を習得することができた職員により、他の職員への
フィードバック及び情報共有を行うことができた。

4 883 消防職員の健康管理事業 消防本部消防総務課 職員の健康管理及び交替制勤務者の災害現場等における安全確保を図る。
職員に対して健康診断及びストレスチェックを実施する。
現場活動を行う職員を対象として、Ｂ型肝炎抗原抗体検査を実施し、抗体
陰性者に対しワクチンを接種する。

健康診断及びストレスチェックにより、職員の健康状態の把握による健康
管理体制を構築できた。また、交替制勤務者に対し特定業務従事者検診で
各種検査を実施することで、健康管理を促すとともに組織における安全管
理体制が確立できた。

5 884 消防吏員被服整備事業 消防本部消防総務課
つくば市消防吏員服制規則に基づく被服の整備により、消防吏員としての
秩序と組織的活動を確保する。

規則に基づき消防吏員に対し災害現場活動又は事務執行時に適した被服品
を貸与し、職務遂行時の消防吏員としての規律と品位を保持する。

年間を通して被服給貸与品の業者との契約締結及び年2回の新規採用者に
対し、適切な被服品の給貸与管理が出来た。また、規定規則に基づいた被
服給貸与品の新規・廃棄契約及び品種の変更調整等適切に業務遂行出来
た。

6 885 消防職員委員会運営事業 消防本部消防総務課 職員の士気を高め、円滑な消防事務の運営に資する。

消防職員の中から推薦又は消防長から指名された計18人で構成された委員
会で、消防職員から提出された意見に対し審議し、審議結果及び意見を消
防長に提出する。消防長は意見の趣旨を尊重し実施することが適当である
と認められるものについて、予算要求・調整を行う。

適切に制度を運用し、職員の意見を消防事務に反映することができた。

7 886 消防統計、消防年報の編集発行事務 消防本部消防総務課
つくば市の消防現勢や消防・救急・救助等の活動概要の統計及び消防年報
を、広く市民等に周知することで、防災に役立ててもらう

全国規模の消防統計調査におけるつくば市の消防現勢等を全国消防長会及
 び総務省消防庁へ回答する。

消防年報を編集発行し、つくば市ホームページへの掲載及び図書館等に冊
子を提供する。

各統計調査について、調査期日までに調査結果を報告することができた。
また、消防年報をホームページに掲載することで、市民及び庁内への適切
な情報提供を行うことができた。
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8 887 住宅用火災警報器設置促進事業 消防本部予防広報課 住宅用火災警報器の設置率向上と適正な維持管理を図る。

普及促進事業として、市ホームページ、市民便利帳への掲載及び各種イベ
ントや消防訓練、救急講習での広報活動並びに住宅への戸別訪問を実施し
て住宅用火災警報器の設置目的、重要性、機能及び奏功事例について説明
し、設置の促進活動を実施する。併せて、設置義務となって10年を経過し
ていることから、設置済み住宅については、電池交換、機器交換等の適切
な維持管理について周知し持続的な設置を図っていく。

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症対策により、イベント及び戸別
訪問が中止となったが、ホームページ等での設置、維持管理に係る市民へ
の周知広報や、つくば市役所全職員を対象とした設置、維持管理に係る周
知活動をリーフレットや奏功事例を活用し実施した。設置状況を調査した
ところ、条例適合率が2％向上した。

9 888 幼少年消防クラブ・婦人防火クラブ指導育成事業 消防本部予防広報課 火遊びの防止や消防の仕事に対する理解を深めてもらう。
 花火教室を開催して、花火の正しい遊び方を身につけさせる。

 避難訓練を実施し、団体行動としての適切な避難要領を指導する。
消防署の見学を通して、消防の仕事に対する理解を高めてもらう。

消防訓練や消防署見学を通じて、幼児・児童等に対し火災の恐ろしさ、火
災時の適切な避難行動を伝えることにより、火遊びはしない等の正しい火
の取り扱いに対する意識づけを行うことができた。令和2年度は、新型コ
ロナウイルス感染症対策から、花火教室の実施及びイベントへの参加は中
止となった。

10 889 防火・防災管理講習会事業 消防本部予防広報課 事業所等における防火・防災意識の高揚を図る。
事業所等を対象とした防火・防災管理者の資格者養成のための講習会を適
時開催する。

それぞれの講習会を開催することにより、資格者を養成し、事業所におけ
る防火・防災管理の重要性を認識させることができた。一方で、新型コロ
ナウイルス感染症に伴い、講習会の中止や、受講人数の削減をせざるを得
なかった。
防火・防災管理各講習会3回受講者（修了者）78人

11 890 火災調査等事業 消防本部予防広報課 今後の火災予防対策に活用する。
火災発生の原因及び損害の調査を実施し、消防庁に報告を行うとともに、
関係者に対しり災に関する証明書の交付を行う。

火災原因調査を実施することで、出火原因等の究明につながり、火災予防
対策に役立てることができた。
また、り災証明について、申請者の求めに対し、即時交付することができ
た。
火災件数63件（暦年）
り災証明発行数67件

12 891
建築物等に対する消防同意、消防検査及び立入検
査事業

消防本部予防広報課 市民の安全・安心を確保する。
建築物等の立入検査、消防検査及び消防同意により、火災発生の未然防止
と被害の軽減を図る。

立入検査により、関係者に対する防火・防災意識の高揚が図れた。消防用
設備等の検査及び検査済証の交付により、消防法令の遵守が図れた。消防
同意により、消防法令適合と防火安全対策の確保が図れた。
立入検査にあっては、新型コロナウイルス感染症に伴い、実施数が減少し
た。
立入検査実施数622件（うち危険物施設152件）検査済証交付数350件消防
同意数344件

13 892 火災予防広報事業 消防本部予防広報課
市内の各種イベントや消防音楽隊の演奏による火災予防広報を通して、広
く市民に対し防火意識の向上を呼びかけ、災害の未然防止と被害の軽減を
図る。

市内で行われる各種イベント及び火災予防運動週間等における火災予防広
 報の実施。

年間を通した消防訓練や消防音楽隊による啓発活動の実施。

令和2年度については、新型コロナウイルス感染症対策から各イベント等
が中止となったため、消防音楽隊による火災予防広報活動は実施されな
かった。火災予防運動週間等における火災予防広報、消防訓練時の火災予
防広報を実施し市民の防火・防災意識の高揚が図れた。消防訓練時の火災
予防広報数（157回）

14 893 危険物施設調査事業 消防本部予防広報課 市民の安全・安心を確保する。

総務省消防庁の定める統計調査に基づき、つくば市内における危険物施設
の許可状況及び危険物災害等を調査し、オンラインにて総務省消防庁に報
告する。
調査結果を参考に効果的な保安指導を実施する。

前年度における危険物施設の実態調査及び事故発生状況を調査し、国及び
県へオンラインにて報告した。
前年度、危険物施設における事故は、1月にコンタミ事故が1件発生した
が、販売前に処理完了したため被害はなし。危険物施設の立入検査につい
ては、新型コロナウイルス感染症に伴い実施件数が半減した。

2



令和２年度事務事業一覧（事務事業マネジメントシートから一部抜粋）

通し
番号

事業
番号

事務事業名 課名 事業の目的 事業の概要 成果

15 894 危険物製造所等許認可事業 消防本部予防広報課 公共の安全を維持する。

消防法第11条による製造所等の設置・変更許可申請及び第14条の2による
予防規程の認可申請並びに火薬類取締法第17条第1項による譲受・譲渡許
可及び第25条第1項による煙火・譲受消費申請に対して、法令上の基準に
適合し、かつ、危険物等の貯蔵・取扱いが公共の安全の維持又は、災害の
発生の防止に支障を及ぼす恐れがないかを審査する。要件に適合している
場合は許可又は認可をする。

令和2年度の許可・認可件数は、危険物施設の設置・変更許可61件、予防
規定の認可16件、火薬類譲受・譲渡許可4件、煙火消費許可1件。各種講
習会は、新型コロナウイルス感染症に伴いオンライン講習以外は中止と
なった。危険物施設の許認可申請・火薬類消費許可等については、審査基
準に基づく適正な処理を行い、施設及び消費場所の安全管理が適正に実施
された。

16 895 つくば市消防音楽隊制服の更新 消防本部予防広報課
制服を定期的に更新することで良好な状態を保ち、音楽隊員の士気高揚を
図る。

制服更新計画を作成し計画に沿って一定数の制服を更新する。
平成30年度に制服38着を更新したため、平成31年度（令和元年度）から
休止中。令和3年度から事業の再開を予定していたが、事業の見直しを行
い、当面の間休止となる。

17 896 消防機器整備事業 消防本部消防救助課
消防資機材の維持管理を行い、災害活動時に必要な資機材を署所に配置す
る。

災害活動時に必要な資機材の点検、修繕、購入を整備計画に基づいて実施
する。

消防・救急資機材の点検及び購入を計画通りに実施して、市民の安全安心
に貢献することが出来た。

18 897 各種災害統計事業 消防本部消防救助課
各種災害に対応するための基礎資料として活用する統計を作成し、国等へ
の報告及び分析をして市民に公表する。

災害出動、救急出動、救助出動の年間統計を取り、国等への定期報告を行
う。

統計や算出資料をつくば市ホームページで市民に周知することにより、防
火意識の高揚が図れた。

19 898 大規模災害対応訓練事業 消防本部消防救助課 市民の防災に対する意識を高め、災害発生時の被害の軽減を図る。
大規模災害対応訓練を企画し実施する他、各機関主催の各種災害対応訓練
に参加する。

各関係機関と実災害に即した合同訓練を実施することで、連携体制の強化
が図れたことにより、組織の災害対応力を向上させ、市民の防災に対する
理解と意識を高められた。

20 899 消防隊員用防火服更新事業 消防本部消防救助課 消防活動における消防隊員の安全を確保する。
防火服の点検、職員の採用等を考慮し、ガイドラインの安全基準に沿った
防火服を平準化して更新する。

ガイドラインに基づいた防火服の購入を計画通りに実施したことで、隊員
の安全確保の充実強化が図られた。

21 900 救急講習会開催事業 消防本部救急課
救急車の現場到着前に適切な応急手当を実施できるバイスタンダーを育成
し、救命率の向上を図る。

 応急手当開催コース
 上級救命講習（8時間）、普通救命講習Ⅰ（3時間）

 普通救命講習Ⅱ（4時間）、普通救命講習Ⅲ（小児・乳児対象3時間）
 その他の救急講習及び救命入門コース（90分、45分）

 応急手当指導員及び普及員の育成
バイスタンダーにサンキューカードを配布

新型コロナウイルス感染に伴う緊急事態宣言等により開催が制限された。
今年度は受講者が例年の五分の一に減少となる。
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22 901 特殊災害対策事業 消防本部消防救助課 市民の生命、身体及び財産を災害から保護する。
特殊災害（NBCテロ災害を含む）の発生危険を想定して、関係機関、若し
くは単独で訓練を実施する。
※NBCとは、N（核）・B（生物剤）・C（化学剤）の略

コロナ禍により、関係機関との訓練、茨城県立消防学校へ出向しての教育
支援訓練指導が行われなかったが、本部内において特殊災害対応訓練を実
施したことにより、対応能力の向上が図られた。

23 902 緊急自動車更新整備事業 消防本部消防救助課 災害から市民の生命、身体及び財産を保護する。
消防需要の変化に応じた緊急車両更新整備計画の見直しを定期的に行い、
消防用車両の更新及び増強を行う。

緊急車両更新事業計画通りに実施して災害に強いまちづくりを推進できた
ため、消防体制の充実強化が図られた。

24 903 緊急自動車管理事業 消防本部消防救助課
災害出動に備え緊急自動車を常に良好な状態に保ち、迅速かつ的確に対応
できる車両の運用を図る。

緊急自動車の日常点検、定期点検及び法定点検を通年実施し、良好な状態
を保つとともに、必要に応じて修繕等を行う。

緊急自動車の点検整備を適正に実施し、車両の不具合に対応することで事
故防止が図られ、災害に対し迅速に対応することができた。

25 904 消防指令業務 消防本部消防指令課
外国人や音声通話が困難な方に対する119番通報システムの構築により、
災害に強いまちづくりを進める。

高機能消防指令センターにて音声による119番通報受付のほか、日本語が
話せない外国人に対応した多言語（英語、他18言語）コールサービス利
用、さらに音声通話が困難な方に対するNET119やFAX119の通報システ
ムの導入により、すべての市民が円滑に消防への通報を可能にすること
で、迅速な災害対応を図る。

多言語コールサービスの利用、NET119およびFAX119のシステム活用に
より、通報者への適切な対応がとれた。FAX119登録者との通報訓練を実
施し、通信状態の確認がとれた。既存データ見直し、新規データ投入によ
り、速やかな災害現場特定につながり指令管制業務の強化が図れた。

26 905 防災通信システムの運営管理事業 消防本部消防指令課
指令システムの強化と充実した管理体制を整え、迅速な災害現場の特定や
出場を図る。

高機能消防指令センターの指令システムに、目標物、水利情報及び災害弱
者情報等のデータ入力や見直しを行うことで、迅速な現場把握と出場指令
運用を可能にするとともに、定期点検整備の実施により適正に維持管理を
行う。

指令システムの通常・精密点検を計画的に実施したことで、適正な指令管
制業務の運用が図れた。指令システム用データベースの見直しで、災害等
の現場特定が容易となり、迅速な対応がとれた。部分更新にて導入した非
常用の地図検索・自動編成装置を活用した取扱い訓練を実施し、119番迂
回時における危機管理の強化が図れた。

27 906
消防救急デジタル無線の共同運用及び通信施設・
機器等の管理運用事業

消防本部消防指令課
茨城消防救急無線・指令センター運営協議会との共同運営を図り、電波法
に基づく無線局の免許その他の無線運用を適切に実施する。

運営協議会による無線整備等の調査、検討を図るとともに、消防救急無線
基地局、遠隔制御器、車両移動局無線機、携帯無線機等の点検整備を行
う。

茨城消防救急無線・指令センター運営協議会2回、幹事会2回にオブザー
バーとして参加、総務部会2回、共同運用検討部会5回の協議を実施した。
無線基地局、および遠隔制御器、車載無線機41台、携帯無線機41台、可
搬型移動局無線機3台、卓上型固定移動局無線機9台、署活動系携帯無線機
82台の毎月点検を実施した。

28 907 119番適正利用広報事業 消防本部消防指令課 119番適正利用広報及び通報者への応急手当指導

一般市民の社会科見学やイベント等を通じて、消防指令業務に対する理解
を深めてもらうとともに、119番の適正利用や通報要領を市民に広報す
る。併せて、救急通報時において、救命率向上を図るため、応急手当の口
頭指導を実施する。

119番指令システムに対応した通報の手段や要領をホームページに掲載し
直し、市民への広報活動が行えた。職員による口頭指導を検証することに
より、119番受付対応のレベルアップが図れた。
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令和２年度事務事業一覧（事務事業マネジメントシートから一部抜粋）

通し
番号

事業
番号

事務事業名 課名 事業の目的 事業の概要 成果

29 908 消防団管理運営事業 消防本部地域消防課 消防団の円滑な運営を図り、市民の安全・安心に寄与する。 消防団員の名簿管理、福祉共済、報酬、出動手当等の事務を実施する。
新入団員として35名の入団があった。また、消防団員サポート事業所は、
43事業所から44事業所に増加した。

30 909 消防技術向上事業（各種訓練・操法大会） 消防本部地域消防課
団員としての基礎知識の習得と、災害活動時の対応が迅速かつ安全で正確
な動作ができるように各種訓練を計画し、士気向上を図る。

新分団長及び入団3年未満団員訓練（本部役員の指導）、幹部団員訓練
（本部役員及び消防署員の指導）、消防ポンプ操法競技大会（各支団が訓
練を実施し、県南北部地区ポンプ操法競技大会に参加）、秋季点検（各分
団詰所及び機械器具の点検等）、応急手当指導員認定講習及び応急救護訓
練を実施する。（普通救命講
習の受講）また、消防団出初式に、永年勤続者等に感謝状の授与、消防団
車両による観閲式を実施する。

今年度については新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、各種訓練
及び大会等が中止となったが、感染防止対策を徹底し秋季点検を実施し
た。

31 910 自衛消防団運営補助事業 消防本部地域消防課
自分の地域は自分で守る自衛消防団に対し、消防機器の点検整備、放水訓
練、防災知識の普及・啓発等を実施し、有事の際は適切な初期消火活動に
あたることができるようにするため。

自分たちの地域は自分たちで守るという理念に基づいて、自治会等で組織
された自衛消防団の運営と活動に対し、つくば市補助金等交付適正化規則
の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付し、もって火災時の
初期消火活動と地域住民が安心して生活できる防火意識の高揚に寄与す
る。

自衛消防団登録団体（15団体）へ補助金の要望書を送付し、13団体から
補助金交付申請が提出された。申請のあった団体には、実績報告書に基づ
き自衛消防団運営補助金を交付することで、自衛消防団の充実・強化を図
ることができた。

32 911 消防水利整備事業 消防本部地域消防課 消火活動に必要な消防水利の充実を図る。
火災消火時に必要な消火栓及び耐震性貯水槽の新設工事及び既存施設の維

 持管理を行う。
既存消火栓2,428基、既存防火水槽2,025基（令和2年4月1日現在）

耐震性貯水槽1基（吉沼地区）及び消火栓41基を新設した。また、防火水
槽の修繕3基、消火栓の修繕11基を行ったことにより、災害に強い消防水
利の充実及び強化が図られた。

33 912 消防施設維持整備事業（車庫・詰所等） 消防本部地域消防課
地域の災害活動等を行う消防団車両の保管場所及び分団員の災害対策拠点
となる詰所等の良好な施設環境を確保する。

経年劣化に伴い、老朽化の著しい車庫及び詰所の改築及び維持管理を行
う。

災害時の拠点となる施設1か所を上郷（豊里支団第2分団）に建設すること
ができた。また、3か所の修繕を行い、良好な施設の維持管理にもつな
がった。

34 913 消防車両管理運営事業 消防本部地域消防課 市民の安全で安心なまちづくりを推進する。 消防ポンプ自動車の新規購入及び既存の消防自動車の維持管理を行う。
車両更新計画に基づき、消防ポンプ自動車2台の購入及び25台分の車両の
車検を行ったことにより、消防団活動の充実強化を図ることができた。

35 914 水防訓練（水害対策）事業 消防本部地域消防課
水防活動において、消防団員が安全に迅速かつ的確な行動がとれるように
するため。

水防訓練への参加及び水防団体との連絡調整を行う。
今年度については新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、水防訓練
は次年度に延期となった。
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